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日 時 2019年６月25日（火曜日）午前10時

場 所 名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
明治電機工業株式会社 本社
本館地下１階明治ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

議 案 第１号議案：取締役（監査等委員である取締役を
除く。）３名選任の件

第２号議案：取締役（監査等委員である取締役を
　　　　　　除く。）に対する譲渡制限付株式の
　　　　　　付与のための報酬決定の件



ごあいさつ
　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。

　ここに第63回定時株主総会招集ご通知をお届けさせて
いただくにあたり、ひと言ごあいさつ申しあげます。

　当社を取り巻く環境は、堅調な企業収益を受け概ね高水
準で推移しておりましたが、年後半にかけての国内の自然
災害や米中貿易摩擦の長期化、英国のEU離脱問題など海外
経済の不透明さを背景に、景気の下振れリスクが強く意識
される状況となってまいりました。

　こうした環境を受け、昨今の製造業各社は、ＡＩ(人工
知能)やＩｏＴ(モノのインターネット)、５Ｇなどを活用

したスマートファクトリーの実現に向け取り組んでおり、今まさにものづくりの大きな変化点を迎えようとしていま
す。当社においてもこの変化点をしっかりと見極め、お客様のニーズに迅速・的確に対応できるよう人材づくり、体
制づくりに努めていきたいと考えております。

　第63期につきましては、当社の主要ユーザーであります自動車及びセラミック関連企業向けに産業・実装機器など
を中心に全分野とも販売が順調に拡大し、売上高、利益とも過去最高の業績を上げることができました。これも皆様
のご支援の賜物と心より感謝申しあげます。誠にありがとうございました。
　第64期は第９次中期経営計画の最終年度となります。「次代に向けた経営基盤の強化」という基本方針のもと５つ
の最重要施策を確実に推進し、創立100周年を迎える次期中期経営計画のステップアップの足掛かりとなれるよう全
力で取り組んでまいります。

　第64期の販売計画におきましては、昨今の事業環境の状況を踏まえ、売上高800億円、営業利益35.2億円、経常
利益36.9億円、親会社株主に帰属する当期純利益24.5億円を必達目標として全役職員総力を挙げてやりきる所存でご
ざいます。
　今後ともご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

2019年６月

代表取締役社長

経営理念

信 頼
すべては人から始まる

お客様と共に

従業員と共に

社会と共に
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株 主 各 位 証券コード  3388
2019年６月３日

名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
明治電機工業株式会社

代表取締役社長 林　正弘
第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげま

す。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主

総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年６月24日（月
曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

1 日　　時 2019年６月25日（火曜日）午前10時

2 場　　所 名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
明治電機工業株式会社 本社（本館地下１階明治ホール）
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項 報告事項 １．第63期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第63期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付
与のための報酬決定の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス

https://www.meijidenki.co.jp/）に掲載させていただきます。

また、本招集ご通知の提供書面のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16
条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.meijidenki.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載
しておりません。監査等委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類並びに計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類と当社ウェブサイト掲載
の「連結注記表」及び「個別注記表」とで構成されております。
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(提供書面)
事業報告（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

1 企業集団の現況に関する事項
(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、足元では企業収益の改善に足踏みがみられるものの、雇用・所得環境の

改善が継続し、個人消費に持ち直しの動きがみられるなど、総じて緩やかな回復が続きました。世界経済につきま
しては、米国を中心に全体としては緩やかな回復が続きましたが、米中通商問題や中国経済の減速、英国のEU離
脱問題など、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、企業業績が堅調に推移する中、国際競争力
強化や合理化・省力化に向けた設備投資・研究開発投資は高い水準で実施されました。電気・電子・半導体関連企
業におきましては、自動車向けの需要は堅調に推移しましたがスマートフォン向けの需要が低迷していることから
設備投資に減速感が見られ、工作機械関連企業におきましても、中国景気の後退により外需を中心に減少が続くな
ど、年度後半にかけて受注や生産が減速しました。

今後、各分野で一層の技術革新が想定される中、当社グループにおきましては、「次代に向けた経営基盤の強
化」を基本方針とした第９次中期経営計画（2017年度～2019年度）に基づき、エンジニアリング力の強化やグロ
ーバルビジネスの拡大、コンポ販売の領域拡大、商材づくりなどに取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は82,978百万円（前期比22.3％増）、営業利益は4,411百万円（前期比
56.7％増）、経常利益は4,636百万円（前期比54.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,153百万円（前
期比46.8％増）となりました。

この売上高を主要商品の別に示すと次のとおりであります。

制御機器 売上高25,116百万円 （前期比11.4%増） 産業機器 売上高28,529百万円 （前期比29.2%増）

30.3%30.3%

売上構成比
22,544

第62期
（2018年3月期）

25,116

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

34.4%34.4%

売上構成比

22,074

第62期
（2018年3月期）

28,529

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

制御機器は、当社グループの主力取扱商品で、自動車及び電
気・電子・半導体、工作機械関連企業向けなど全般に販売が増
加したことから、売上高は25,116百万円（前期比11.4％増）と
なりました。

産業機器は、自動車及びセラミック関連企業向けの大型設備
案件が増加し、売上高は28,529百万円（前期比29.2％増）とな
りました。
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計測機器 売上高10,924百万円 （前期比19.0%増） 電源機器 売上高 4,040百万円 （前期比27.7%増）

13.1%13.1%

売上構成比
9,182

第62期
（2018年3月期）

10,924

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

4.9%4.9%

売上構成比

3,164

第62期
（2018年3月期）

4,040

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

計測機器は、自動車及びセラミック関連企業向けの販売が増
加し、売上高は10,924百万円（前期比19.0％増）となりまし
た。

電源機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、
売上高は4,040百万円（前期比27.7％増）となりました。

実装機器 売上高 6,706百万円 （前期比72.0%増） その他 売上高 7,660百万円 （前期比9.7%増）

8.1%8.1%

売上構成比

3,900

第62期
（2018年3月期）

6,706

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

9.2%9.2%

売上構成比
6,984

第62期
（2018年3月期）

7,660

第63期
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

実装機器は、自動車関連企業向けの大型設備案件が増加し、
売上高は6,706百万円（前期比72.0％増）となりました。

上記５品目以外においては、売上高は7,660百万円（前期比
9.7％増）となりました。

② 設備投資等の状況
当連結会計年度における設備投資のうち、その主なものは、エンジニアリング事業本部の事務所及び工場の建替

え691百万円であります。

③ 資金調達の状況
当連結会計年度中における必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入金で充当いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況の推移

58,697

第60期
（2016年3月期）

60,260

第61期
（2017年3月期）

67,849

第62期
（2018年3月期）

82,978

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

売上高 （単位：百万円）

2,418

第60期
（2016年3月期）

2,215

第61期
（2017年3月期）

3,010

第62期
（2018年3月期）

4,636

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

経常利益 （単位：百万円）

1,550

第60期
（2016年3月期）

1,518

第61期
（2017年3月期）

2,147

第62期
（2018年3月期）

3,153

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）

135.37

第60期
（2016年3月期）

132.55

第61期
（2017年3月期）

187.47

第62期
（2018年3月期）

275.22

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

1株当たり当期純利益 （単位：円）

32,162

16,156

第60期
（2016年3月期）

33,341

17,220

第61期
（2017年3月期）

38,014

19,232

第62期
（2018年3月期）

42,940

21,548

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

総資産/純資産 （単位：百万円）

1,410.26

第60期
（2016年3月期）

1,503.16

第61期
（2017年3月期）

1,678.74

第62期
（2018年3月期）

1,868.43

第63期
（当連結会計年度）
（2019年3月期）

1株当たり純資産 （単位：円）

第60期
（2016年３月期）

第61期
（2017年３月期）

第62期
（2018年３月期）

第63期
（当連結会計年度）
（2019年３月期）

売上高 (百万円) 58,697 60,260 67,849 82,978
経常利益 (百万円) 2,418 2,215 3,010 4,636
親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円) 1,550 1,518 2,147 3,153

１株当たり当期純利益 (円) 135.37 132.55 187.47 275.22
総資産 (百万円) 32,162 33,341 38,014 42,940
純資産 (百万円) 16,156 17,220 19,232 21,548
１株当たり純資産 (円) 1,410.26 1,503.16 1,678.74 1,868.43

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前
連結会計年度の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。
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(3) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率
（％） 主要な事業内容

名電エンジニアリング株式会社 25百万円 100.0 電気機器の設計・製造・販売
エム・ディーマシナリー株式会社 10百万円 100.0 機械装置の設計・製造・販売
MEIJI CORPORATION 10万米ドル 100.0 電気機器の販売

MEIJI UK LTD. 20万英ポンド 100.0
（100.0） 電気機器の販売

Meiji (Thailand) Co.,Ltd. 600万バーツ 49.9 電気機器の販売
明治電機商業（上海）有限公司 50万米ドル 100.0 電気機器の販売

（注）１．出資比率の（　）内の数字は間接出資比率であります。
２．当連結会計年度より、非連結子会社であったMeiji（Thailand）Co.,Ltd.及び明治電機商業（上海）有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。

(4) 対処すべき課題
当社グループでは、「次代に向けた経営基盤の強化」を基本方針とした第９次中期経営計画（2017年度～2019

年度）に基づき、「Ａｌｌ　Ｇｒｏｗｉｎｇ」をスローガンに、持続的成長に向けた事業戦略を推進してまいりま
す。また、2019年５月15日公表の「2019年３月期　決算短信」にて掲げました、2020年３月期の連結業績予想
数値及びＲＯＥ８％以上を当面の目標とし、全力を挙げて取り組んでいく所存です。

第９次中期経営計画（2017年度～2019年度）における主要な戦略課題につきましては、以下のとおりでありま
す。

① エンジニアリング力の強化

② コンポ販売の領域拡大

③ グローバルビジネスの拡大

④ 次世代を見据えた商材の開発

⑤ 事業基盤の強化

6



(5) 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

下記商品の販売
制御機器　　（プログラマブルコントローラ・操作表示器・画像処理装置・センサー・リレー）
産業機器　　（産業用ロボット・溶接機・受配電設備・空調設備機器・機械設備）
計測機器　　（電子計測器・工業計器・現場測定器・記録装置・恒温槽）
電源機器　　（安定化電源・無停電電源・電子負荷装置・特殊電源）
実装機器　　（チップマウンター・リフロー炉・基板検査装置）

(6) 企業集団の主要拠点等（2019年３月31日現在）

① 本社　　愛知県名古屋市中村区亀島二丁目13番８号
② 支店等

名称 区分 所在地
豊田支店 支店 愛知県知立市
エンジニアリング事業本部 工場 愛知県知立市
東京支店 支店 神奈川県横浜市港北区
名電エンジニアリング株式会社 子会社 愛知県北名古屋市
エム・ディーマシナリー株式会社 子会社 愛知県名古屋市中川区
MEIJI CORPORATION 子会社 米国イリノイ州
MEIJI UK LTD. 子会社 英国バーミンガム市
Meiji (Thailand) Co.,Ltd. 子会社 タイ王国バンコク市
明治電機商業（上海）有限公司 子会社 中国上海市

(7) 使用人の状況（2019年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

681名 56名増
（注）使用人数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含むほか、嘱託を

含んでおります。）であり、臨時使用人は含まれておりません。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

507名 10名増 39.2歳 15.9年
（注）使用人数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含むほか、嘱託を含んでおります。）であり、臨時使用人

は含まれておりません。
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(8) 主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 600,000千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2 会社の株式に関する事項（2019年３月31日現在）

金融機関
19.55％

個人・その他
51.48％

自己株式
5.06％

証券会社
1.07％
外国人
3.73％

その他
国内法人
19.11％

所有者別の株式保有比率

(1) 発行可能株式総数 48,000,000株
(2) 発行済株式の総数 12,067,120株（自己株式610,896株を含む）

(3) 株主数 2,786名（前期末比149名増）

(4) １単元の株式数 100株

(5) 大株主（上位10名)
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合 同 会 社 ワ イ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 1,220,900株 10.65％
明 治 電 機 工 業 従 業 員 持 株 会 540,800株 4.72％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 492,400株 4.29％
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 489,200株 4.27％
林 　 　 　 正 　 弘 360,000株 3.14％
吉 　 田 　 年 　 章 360,000株 3.14％
オ ム ロ ン 株 式 会 社 320,000株 2.79％
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 300,000株 2.61％
安 　 井 　 博 　 子 295,000株 2.57％
伊 　 藤 　 秀 　 則 260,000株 2.26％

（注）１．当社は自己株式を610,896株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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3 新株予約権等の状況
該当事項はありません。

4 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2019年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長 林 正 　 弘
代表取締役専務 舟 　 橋 範 企画管理本部長
取　　締　　役 日 下 部 康 　 基
取　　締　　役（監査等委員・常勤） 足 　 立 秀 　 一

取　　締　　役（監査等委員） 奥 　 野 信 　 宏
公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問
名古屋都市センター所長
株式会社名古屋証券取引所社外取締役

取　　締　　役（監査等委員） 成 　 田 龍 　 一 成田龍一法律事務所代表弁護士
取　　締　　役（監査等委員） 鬼 　 頭 肇 鬼頭肇税理士事務所税理士

（注）１．取締役（監査等委員）奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役であります。
２．当社は、取締役（監査等委員）奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に

届け出ております。
３．取締役（監査等委員）鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
４．当社は、監査等委員会の監督及び監査機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情

報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、足立秀一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
５．取締役舟橋範氏は、2019年４月１日付で代表取締役専務企画管理本部長から代表取締役専務に就任しました。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
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(3) 取締役の報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く 。 ） 3名 167,180千円
取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

4
(3)

29,988
(14,988)

合 計
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7
(3)

197,168
(14,988)

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬等の額には、2018年６月26日開催の取締役会にて決議しております当事業年度に係る利益連動給与が含まれております。
３．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使

用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいておりま

す。

(4) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当該他の法人等との関係

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 当 社 と の 関 係

取 締 役
（監査等委員） 奥　野　信　宏

公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問
名古屋都市センター所長
株式会社名古屋証券取引所社外取締役

特別の関係はありません。
特別の関係はありません。
特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 成　田　龍　一 成田龍一法律事務所代表弁護士 特別の関係はありません。

取 締 役
（監査等委員） 鬼 頭 　 肇 鬼頭肇税理士事務所税理士 特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
地 位 氏 名 活動状況

取 締 役
（監査等委員） 奥　野　信　宏

取締役会に17回中14回出席しております。また、監査等委員会に14回中11回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、経済学に関する広汎かつ専
門的な知識と産官学界にわたる深い造詣等に基づいて、当社の経営に幅広い見地か
ら助言・提言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 成　田　龍　一

取締役会に17回中17回出席しております。また、監査等委員会に14回中14回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、弁護士として培われた豊富
な経験と幅広い知識から、主としてコンプライアンスを確保するための助言・提言
を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 鬼 頭 　 肇

取締役会に17回中17回出席しております。また、監査等委員会に14回中14回出席
しております。取締役会及び監査等委員会においては、税理士として培われた豊富
な経験と幅広い知識から、主として経営管理の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。
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5 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 26,900千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 26,900千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計
監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の適切性・妥当性について検証を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項・第３項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合に、株主総会に提

出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
具体的には、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合

に、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。また、監査等委員会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から会計監査人
が監査を遂行するに不十分と判断した場合には、会計監査人を不再任といたします。

11



6 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確
保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ．経営理念を敷衍した企業行動憲章や行動規範、倫理規範を明示した「企業行動についてのガイドライ

ン」を定め、その浸透に努めております。
ロ．コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会において取締役及び使用人のコンプライアン

ス状況を把握し、問題がある場合は取締役会に答申する体制を整備しております。また、その一環とし
て内部通報規程を定め、社内外に設置した内部通報窓口を通じて法令違反、企業倫理違反等の情報を入
手し、コンプライアンス委員会により適切に対応する体制を整備しております。

ハ．社長直轄の組織として内部監査室を設置し、会社の業務及び財産の実態を監査し、不正・過誤の防止
に努めております。

ニ．「反社会的勢力への対応に関する基本方針」及びそれに基づく反社会的勢力対応規程により、反社会
的勢力とは一切関係を持たず、また不当要求に対し会社として一切応じないことを定め、その浸透に努
めております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役会等重要な会議の意思決定その他取締役の職務執行に係る情報につき適正に記録し、さらに文

書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行っております。
ロ．内部情報管理規程及び情報セキュリティポリシーを定め、情報管理体制・方法等を明確にすることに

より、取締役の職務執行に係る情報が不正に利用されないよう適正に管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．信用、品質、工事安全、システム、業務、自然災害など個別に規程・マニュアルを設け、関係部門に

てリスク管理を行っております。
ロ．リスク管理規程を定めリスク管理体制を整備し、当社の経営を阻害する様々なリスクに対し適切かつ

効果的な対処を行い、リスクの顕在化に伴う損失の防止を図っております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．業務分掌規程、職務権限明細表等社内規程を整備し、取締役の権限及び責任を明確にしております。
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ロ．経営上の重要な事項については、取締役、執行役員をメンバーとする経営戦略会議を開き、そこにお
いて幅広い議論を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効率性を確保しております。

ハ．営業上の重要な事項については、担当取締役の主催により、執行役員を兼ねる営業系の本部長をメン
バーとする本部長会議を開き、そこにおいて各本部のミッションの進捗の監督の他、本部間の営業戦略
的連携を図るとともに本部長による営業戦略提案の推奨・検証・支援を行うことで取締役会の充実した
議論に繋げ、職務の効率性を確保しております。

⑤ 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．企画管理本部において、グループ全体の中期経営計画、年度計画の進捗状況を管理しております。
ロ．グループ全体に影響をおよぼす重要な事項については、子会社役員を兼務する取締役を含め執行役員

以上の役員が参加する経営戦略会議を通して慎重に審議を行い、意思決定する体制をとっております。
ハ．関係会社管理規程を定め、子会社及び関連会社の重要な事項に関しては、当社の承認、もしくは当社

への報告を必要とし、さらには当社の内部監査室による監査を通じて業務の適正を確保しております。

⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ．財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、基本方針、関連規程等を定めるとともに、財務報告の

信頼性を確保するための体制を整備しております。
ロ．内部統制に関する最高統括責任者である経営者の指示のもとで適正に運用を行っており、また定期的

に有効性の評価を行い、不備がある場合には是正を図っております。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委

員会との協議の上、合意する人選を行って配属するものとしております。

⑧ 前号の取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関
する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する
事項
イ．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の業務の実施に関して、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）から指示、命令を受けないこととしております。
ロ．使用人の人事異動、評価等人事権に係る事項に関して、事前に監査等委員会に報告し、その判断を最

大限尊重することとしております。

13



⑨ 当社及び子会社の取締役・使用人等が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査
等委員会への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ．監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の

執行状況を聴取し、さらには関係資料を何時においても閲覧できるものとしております。
ロ．当社及び子会社の取締役・使用人等は、監査等委員会が選定する監査等委員の要求に従い、又は自ら

自己の職務の執行状況を監査等委員会に報告するものとしております。
ハ．取締役・使用人等が監査等委員会に報告したことを理由として、不利な取扱いを受けないものとして

おります。

⑩ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の遂行上必要と認められる費用又は債務の処理については、予め予算を計上する他、
緊急又は臨時に支出した費用については、事後に会社に償還を請求することができるものとして、監査等
委員の職務執行の実効性を確保しております。

⑪ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・内部監査室と緊密な連携を

保ち、さらには代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要事項について相互認識を深めることによ
り、監査等委員会の監査の実効性を確保しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに関する取組み
イ．コンプライアンス規程に基づきコンプライアンス委員会を開催し、当社のコンプライアンス状況につ

いて検証・評価及び対策の提案を実施しました。
ロ．管理職を対象にコンプライアンスに関する研修や啓発活動を実施しました。

② 取締役の職務の執行の効率性を確保するための取組み
原則として毎月１回経営戦略会議及び本部長会議を開催し、担当取締役が取りまとめた各会議における

議論及び報告内容に基づき、取締役会において経営上・営業上の重要事項に関し充実した議論を実施しま
した。
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③ 企業集団の業務の適正を確保するための取組み
内部監査部門において、当社の各部門・拠点の他、国内及び海外子会社・関連会社の業務及び財産の実

態につき、内部監査を実施しました。

④ 財務報告の信頼性確保に関する取組み
財務報告に係る内部統制規程に基づき四半期に１回内部統制委員会を開催し、全社的な内部統制、業務

プロセス、ＩＴ全般統制、決算財務プロセスにおいて内部統制の有効性を検証・評価しました。

⑤ 監査等委員会の監査の実効性確保に関する取組み
イ．常勤の監査等委員は、取締役会、監査等委員会、経営戦略会議及び本部長会議の全てに出席したほか、

実地監査、稟議書の検証等の監査活動を通じて取締役等の職務の執行状況の監査を実施しました。
ロ．監査等委員会は、会計監査人・内部監査部門との定期的な情報・意見交換等を通じて緊密な連携を確

保し、監査の実効性を図りました。
ハ．監査等委員は、定期的に代表取締役との間で会合を持ち、監査上の重要事項について相互認識を深め

ました。

7 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置づけ、連結配当性向30％を目処と

して、将来の持続的成長に必要な内部留保の充実を図りながら、配当を行うことを基本方針としてお
ります。

なお、当社は会社法第459条に基づき、剰余金の配当等については「取締役会の決議によって定
め、株主総会の決議によらないものとする」旨を定款に定めております。

上記基本方針に基づき、当社の当期末の配当金は１株当たり47円といたしました。これにより、
中間配当（１株当たり35円）と合わせた年間配当金は１株当たり82円となります。
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連結計算書類
連結貸借対照表 （単位：千円）

科目 第63期
2019年３月31日現在 科目 第63期

2019年３月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

電子記録債権

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

建設仮勘定

その他

無形固定資産

投資その他の資産

投資有価証券

退職給付に係る資産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

37,631,140

3,936,939

23,598,576

5,476,034

3,292,565

691,786

44,113

625,124

△33,998

5,308,959

2,558,442

1,503,705

109,857

790,370

31,673

122,835

199,544

2,550,971

2,244,228

89,902

16,208

212,497

△11,866

負債の部
流動負債 21,310,103

支払手形及び買掛金 8,526,428
電子記録債務 7,808,679
短期借入金 1,438,891
未払法人税等 932,025
賞与引当金 678,080
役員賞与引当金 12,200
厚生年金基金解散損失引当金 76,676
その他 1,837,122

固定負債 81,665
繰延税金負債 53,632
退職給付に係る負債 1,424
役員退職慰労引当金 3,550
その他 23,058

負債合計 21,391,769
純資産の部
株主資本 20,810,824

資本金 1,311,778
資本剰余金 1,371,950
利益剰余金 18,431,268
自己株式 △304,171

その他の包括利益累計額 594,274
その他有価証券評価差額金 954,733
為替換算調整勘定 △116,945
退職給付に係る調整累計額 △243,513

非支配株主持分 143,232
純資産合計 21,548,330

資産合計 42,940,100 負債純資産合計 42,940,100
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （単位：千円）

科目
第63期

2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

売上高 82,978,430
売上原価 71,289,095

売上総利益 11,689,334
販売費及び一般管理費 7,278,279

営業利益 4,411,054
営業外収益 312,360

受取利息 4,873
受取配当金 53,954
仕入割引 184,633
為替差益 32,334
その他 36,565

営業外費用 86,710
支払利息 21,656
売上割引 47,820
デリバティブ評価損 13,762
その他 3,470
経常利益 4,636,704

特別利益 4,114
固定資産売却益 4,067
投資有価証券売却益 35
その他 11

特別損失 104,676
固定資産除却損 27,993
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 76,676
その他 7

税金等調整前当期純利益 4,536,142
法人税、住民税及び事業税 1,416,730
法人税等調整額 △46,881
当期純利益 3,166,293
非支配株主に帰属する当期純利益 13,240
親会社株主に帰属する当期純利益 3,153,052

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
第63期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：千円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,311,778 1,371,950 16,007,045 △303,961 18,386,811

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △859,225 △859,225
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,153,052 3,153,052

自 己 株 式 の 取 得 △209 △209

連 結 範 囲 の 変 動 130,396 130,396
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,424,222 △209 2,424,013

当 期 末 残 高 1,311,778 1,371,950 18,431,268 △304,171 20,810,824

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,067,078 85 △71,425 △150,292 845,445 － 19,232,257

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △859,225
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 3,153,052

自 己 株 式 の 取 得 △209

連 結 範 囲 の 変 動 130,396
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △112,345 △85 △45,519 △93,221 △251,171 143,232 △107,939

当 期 変 動 額 合 計 △112,345 △85 △45,519 △93,221 △251,171 143,232 2,316,073

当 期 末 残 高 954,733 － △116,945 △243,513 594,274 143,232 21,548,330
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類
貸借対照表 （単位：千円）

科目 第63期
2019年３月31日現在 科目 第63期

2019年３月31日現在

資産の部
流動資産

現金及び預金
受取手形
電子記録債権
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
前払費用
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
建設仮勘定

無形固定資産
借地権
ソフトウエア
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
前払年金費用
その他
貸倒引当金

34,187,829
2,086,949
1,032,516
5,295,231

21,962,689
2,811,481

555,516
40,886

208,053
28,144

194,408
△28,048

5,567,072
2,460,627
1,416,161

78,422
38,842
19,789
85,367

790,370
31,673

131,948
21,601
92,308
18,038

2,974,496
2,178,814

123,600
41,510

440,787
201,650

△11,866

負債の部
流動負債 20,192,088

支払手形 699,746
電子記録債務 7,808,679
買掛金 7,484,826
短期借入金 1,200,000
リース債務 13,828
未払金 449,814
未払費用 354,946
未払法人税等 867,014
預り金 47,430
賞与引当金 650,000
厚生年金基金解散損失引当金 76,676
その他 539,126

固定負債 162,301
リース債務 18,438
繰延税金負債 137,423
役員退職慰労引当金 3,550
その他 2,889

負債合計 20,354,389
純資産の部
株主資本 18,445,778

資本金 1,311,778
資本剰余金 1,371,950

資本準備金 1,371,950
利益剰余金 16,066,222

利益準備金 93,169
その他利益剰余金 15,973,052

別途積立金 7,800,000
繰越利益剰余金 8,173,052

自己株式 △304,171
評価・換算差額等 954,733

その他有価証券評価差額金 954,733
純資産合計 19,400,512

資産合計 39,754,901 負債純資産合計 39,754,901
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

19



損益計算書 （単位：千円）

科目
第63期

2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで

売上高 74,885,605
売上原価 65,186,926

売上総利益 9,698,678
販売費及び一般管理費 5,793,738

営業利益 3,904,940
営業外収益 401,200

受取利息 1,060
受取配当金 155,245
仕入割引 177,016
為替差益 39,324
その他 28,554

営業外費用 59,944
支払利息 9,741
売上割引 47,820
その他 2,383
経常利益 4,246,196

特別利益 1,486
固定資産売却益 1,439
投資有価証券売却益 35
その他 11

特別損失 104,622
固定資産除却損 27,946
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 76,676

税引前当期純利益 4,143,060
法人税、住民税及び事業税 1,266,418
法人税等調整額 △42,918
当期純利益 2,919,559

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
第63期（2018年４月１日から2019年３月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,311,778 1,371,950 93,169 7,800,000 6,112,719 14,005,889 △303,961 16,385,655

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △859,225 △859,225 △859,225

当 期 純 利 益 2,919,559 2,919,559 2,919,559

自己株式の取得 △209 △209
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 2,060,333 2,060,333 △209 2,060,123

当 期 末 残 高 1,311,778 1,371,950 93,169 7,800,000 8,173,052 16,066,222 △304,171 18,445,778

評価・換算差額等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1,067,078 8,603 1,075,681 17,461,337

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △859,225

当 期 純 利 益 2,919,559

自己株式の取得 △209
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △112,345 △8,603 △120,948 △120,948

当 期 変 動 額 合 計 △112,345 △8,603 △120,948 1,939,175

当 期 末 残 高 954,733 － 954,733 19,400,512

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月17日

明治電機工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 中 村 哲 也 ㊞業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞業 務 執 行 社 員

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、明治電機工業株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結
計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の
判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計
方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれ
る。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明治電機工業株
式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月17日

明治電機工業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 公認会計士 中 村 哲 也 ㊞業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 金 原 正 英 ㊞業 務 執 行 社 員

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、明治電機工業株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日まで
の第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第63期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたし
ました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び

使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われるこ
とを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 　事業報告等の監査結果
　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月20日

明治電機工業株式会社　監査等委員会

常勤監査等委員 足 立 秀 一 ㊞
監査等委員 奥 野 信 宏 ㊞
監査等委員 成 田 龍 一 ㊞
監査等委員 鬼 頭 　 肇 ㊞

(注) 　監査等委員奥野信宏、成田龍一及び鬼頭肇は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）林正弘、舟橋範及び日下部康基

の各氏が、本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、取締役３名の選任をお願いする
ものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

1
再 任

はやし

林 　
まさひろ

正弘
（1955年１月25日）

360,000株

1977年 3 月 当社入社
2000年６月 当社執行役員
2001年４月 当社執行役員海外事業本部長
2001年７月 当社常務執行役員海外事業本部長
2003年５月 当社常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
2003年６月 当社取締役常務執行役員顧客営業本部長兼海外事業本部長
2006年４月 当社代表取締役副社長
2012年６月 当社代表取締役社長（現任）

【取締役候補者とした理由】
林正弘氏は、当社において長年にわたり代表取締役として経営全般を担っており、そこで培われた豊富な経験と幅広い知識から、

経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、引き続き取締役候補者としたものであります。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

2
再 任

ふなはし

舟橋　
つとむ

範
（1960年５月14日）

77,800株

1983年３月 当社入社
2008年６月 当社執行役員
2010年４月 MEIJI CORPORATION取締役社長
2011年４月 当社執行役員国際事業本部長
2012年４月 当社執行役員企画管理本部長
2012
2017
2019

年
年
年

６
６
４

月
月
月

当社取締役企画管理本部長
当社代表取締役専務企画管理本部長
当社代表取締役専務（現任）

【取締役候補者とした理由】
舟橋範氏は、当社において長年にわたり企画管理部門・国際事業部門の取締役、執行役員として経営を担っており、そこで培われ

た豊富な経験と幅広い知識から、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、引き続き取締役候補
者としたものであります。

候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） 所有する当社の株式数

3
再 任

く さ

日
か

下
べ

部　
や す

康
ひ ろ

基
（1955年10月18日） 186,000株

1978年３月 当社入社
2003年６月 当社執行役員
2007年４月 当社執行役員業種営業本部長
2007年６月 当社取締役業種営業本部長
2008年４月 当社取締役第１営業本部長
2011年４月 当社取締役エンジニアリング事業本部長
2014
2016
2017
2017

年
年
年
年

４
６
４
６

月
月
月
月

当社取締役第１営業本部長
当社常務執行役員第１営業本部長
当社常務執行役員
当社取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】
日下部康基氏は、当社において長年にわたり営業部門・製造部門の取締役、執行役員として経営を担っており、そこで培われた豊

富な経験と幅広い知識から、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができると考え、引き続き取締役候補者と
したものであります。

（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付
株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2016年６月28日開催の第60回定時株主総会
において、年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいてお
りますが、今般、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
上記の報酬枠とは別枠で対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承
認をお願いするものであります。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債
権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額50,000千円以内といたし
ます。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたく存じます。
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名でありますが、第１号議案「取締役（監査等委員である

取締役を除く。）３名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、引き続き取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は３名となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普
通株式の総数は年50,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通
株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の
普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株
式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き
受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社
の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以
下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

（１）譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定

める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当
株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。
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（２）退任時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、

任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
（３）譲渡制限の解除

上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め
定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲
渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満
了する前に上記（２）に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を
解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解
除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全

子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当
該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された
場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を
踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除す
る。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていな
い本割当株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以　上
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トピックス

エンジニアリング事業本部 新工場お披露目式を行いました

　2019年２月15日、エンジニアリング事業本部新工場のお披露目式を行いました。当日は当社社長林の挨拶から始まり、数
多くの方々に新工場の見学などをしていただきました。見学中には多くの質問があり、エンジニアリング事業本部に対する大
きな期待が感じられました。

株主メモ
事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
定時株主総会の基準日 毎年3月31日
期 末 配 当 の 基 準 日 毎年3月31日
中 間 配 当 の 基 準 日 毎年9月30日
株 主 名 簿 管 理 人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社
同 事 務 取 扱 場 所 名古屋市中区栄三丁目15番33号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
郵 便 物 送 付 先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電  話  照 会  先 ） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および
全国各支店で行っております。

公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告
によることができない事故その他やむを得ない事由
が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います｡

公 告 掲 載 U R L https://www.meijidenki.co.jp/
単 元 株 式 数 100株
上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所 市場第一部

1． 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
　なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

2． 未払配当金の支払について
　株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

3． 「配当金計算書」について
　配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付書類と
してご使用いただくことができます。
　なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。
　＊確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。



株主総会 会場ご案内図

会 場 明治電機工業株式会社　本社（本館地下1階明治ホール）
名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
Tel 052-451-7661（代）

名古屋駅
JR

桜通口
JR

セントラル
タワーズ

太
閤
通
口

ビック
カメラ

セブンイレブン

明治電機工業
株式会社

則武１
至 大阪

則武

名鉄レジャック

（
新
幹
線
口
）

至 東京

JPタワー名古屋
（名古屋中央郵便局）

岩田病院

●JR名古屋駅太閤通口（新幹線口）より北西へ徒歩約5分です。
(注)　駐車場は手狭なため、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


